
 

 

大阪市食育推進キャラクター「たべやん」を活用した取り組み 

１ たべやん食育 LINEスタンプの販売 

第 3 次大阪市食育推進計画の推進のため、【たべやん】が発信する 7 つの基本テーマ、食育推進

につながるフレーズのイラストを作成、LINEスタンプとして販売し、幅広い世代が食のコミュニケ

ーションツールとして活用することによる食育の推進と、特に食生活に課題がみられる若い世代や

子育て世代に対し、効果的な啓発を行っています。 

     スタンプ内容「たべやん 食育 LINEスタンプ」        計 32種類 別紙参照 

（１） 第 3次大阪市食育推進計画 基本テーマ           7種類 

（２） 食育推進啓発内容「いただきます」、「ごちそうさま」その他  25種類 

※健康局・各区栄養士、健康づくり課・その他職員、大阪市内の管理栄養士等 

養成校学生等へのアンケートにより決定    

※イラストデザインは職員が作成 

     （３） 販売場所  LINEクリエイターズマーケット内   

（４） 販売価格  １セット １２０円（最低価格帯） 

※うち 35％が製作者である大阪市の売上となります 

        

２ たべやん画像データの各関係部局、各区食育推進ネットワーク会議参加

施設・団体等への提供 
 

  食育推進キャラクターの周知により、第 3次大阪市食育推進計画基本テーマ等の浸透を図る

ため、大阪市食育推進キャラクター「たべやん」の取り扱い要領を定め、広く活用いただける

ようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 大阪市食育情報発信 Facebook「たべやん通信」による食育情報の発信 

  大阪市情報発信 Facebook「たべやん通信」については、平成 29年 6月に開設し、様々な食育

情報を発信しています。 

 

 

 

 

取り扱い要領抜粋 

（使用目的） 

第 2条  第 3次大阪市食育推進計画の趣旨に則って使用すること。 

（使用申請） 

第 3条   「たべやん」を使用しようとする者（以下「申請者」という）は、あらかじめ使用承

認申請書を健康局健康づくり課長あて提出し、許可を受けなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

       （１）大阪市の行政機関、官公署が使用する場合。 

       （２）大阪市が主催する会議・事業に参画する団体等が使用する場合。 

       （３）健康局健康づくり課長が広報啓発、報道などにおいて公益性があると認めたと

き。 

 



 

 

     

（別紙） 

 

 

 

 


